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(57)【要約】
　医療補助者により患者の指に指カフを装着するのを支
援するためのクランプ機構を開示する。クランプ機構は
、間隙を有する上部部分と、向かい合った下降側部と、
外面と、一対の向かい合ったクランピング部材とを含む
取付構造体を含んでよい。一対の向かい合ったクランピ
ング部材は、取付構造体の外面の両側から延びて、間隙
の上方にクランピング溝を形成する。クランピング溝は
、間隙および開いたクランピング溝を通して医療補助者
が指カフの第1の側および第2の側を引っ張ることができ
るように、医療補助者によって開けることができる。さ
らに、クランピング溝は、指カフの第1の側および第2の
側が合わせて締められて指カフが患者の指にしっかりと
装着できるように、医療補助者によって閉じることがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の側および第２の側を有する指カフを、医療補助者によって患者の指に装着するの
を支援するためのクランプ機構であって、
　上部部分、向かい合った下降側部、ならびに外面および内面を含み、前記上部部分が間
隙を含む、取付構造体と、
　前記間隙の上方にクランピング溝を形成するように、前記取付構造体の前記外面の両側
から延びる、一対の向かい合ったクランピング部材であって、前記クランピング溝は、前
記間隙および開いたクランピング溝を通して前記医療補助者によって前記指カフの前記第
１の側および前記第２の側を引っ張ることができるように開けることができ、前記クラン
ピング溝は、前記指カフの前記第１の側および前記第２の側が合わせて締められて前記指
カフが前記患者の指にしっかりと装着できるように閉じることができる、一対の向かい合
ったクランピング部材と
を含む、クランプ機構。
【請求項２】
　前記取付構造体が、ほぼアーチ形である、請求項１に記載のクランプ機構。
【請求項３】
　前記向かい合ったクランピング部材は各々、前記間隙の上方にほぼ三角形を形成し、前
記間隙の上方に前記クランピング溝を設けるように、前記アーチ形の取付構造体の前記外
面から延びる、請求項２に記載のクランプ機構。
【請求項４】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が
加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記クランピング溝を開ける
ことができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項１に
記載のクランプ機構。
【請求項５】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
記クランピング部材が合わせて締まって前記クランピング溝を閉じることができるように
、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項４に記載のクランプ機構
。
【請求項６】
　前記取付構造体の前記上部部分の前記間隙が、第１の間隙と、第２の間隙とを含み、前
記第１の間隙および前記第２の間隙が、離れて互いに隣り合っている、請求項１に記載の
クランプ機構。
【請求項７】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、ならびに縦に並んだ、前記取付構造体の前記上部部分の前記
第１の間隙および前記第２の間隙の各々を通して、それぞれ、前記指カフの前記第１の側
および前記第２の側を引っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい
合った下降側部に圧力が加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記
クランピング溝を開けることができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわ
み性がある、請求項６に記載のクランプ機構。
【請求項８】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
記クランピング溝を閉じるために前記クランピング部材が合わせて締まることができるよ
うに、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項７に記載のクランプ
機構。
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【請求項９】
　前記向かい合ったクランピング部材の各々は、前記指カフの前記第１の側および前記第
２の側を合わせて締めるための前記クランピング溝を形成するように鋸歯状構造を含む、
請求項１に記載のクランプ機構。
【請求項１０】
　クランピング機構を利用することによって、医療補助者によって患者の指に、第１の側
および第２の側を有する指カフを装着するのを支援する方法であって、前記クランピング
機構が、間隙および一対の向かい合った下降側部を有する取付構造体と、前記間隙の上方
にクランピグ溝を形成するように前記一対の向かい合った下降側部から延びる一対の向か
い合ったクランピング部材とを含み、前記方法が、
　前記間隙および開いたクランピング溝を通して前記医療補助者によって前記指カフの前
記第１の側および前記第２の側を引っ張ることができるように、前記向かい合った下降側
部に前記医療補助者が圧力を加えることによって、前記クランピング部材によって形成さ
れる前記クランピング溝を開けるステップと、
　前記指カフが前記患者の指にしっかりと装着できるように、前記指カフの前記第１の側
および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前記医療補助者が前記向かい
合った下降側部に圧力を加えなくすることによって、前記クランピング溝を閉じるステッ
プと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記取付構造体が、ほぼアーチ形である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記向かい合ったクランピング部材は各々、前記間隙の上方にほぼ三角形を形成し、前
記間隙の上方に前記クランピング溝を設けるように、前記アーチ形の取付構造体の外面か
ら延びる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が
加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記クランピング溝を開ける
ことができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
記クランピング部材が合わせて締まって前記クランピング溝を閉じることができるように
、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記取付構造体の前記間隙が、第１の間隙と、第２の間隙とを含み、前記第１の間隙お
よび前記第２の間隙が、離れて互いに隣り合っている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、ならびに縦に並んだ、前記取付構造体の前記第１の間隙およ
び前記第２の間隙の各々を通して、それぞれ、前記指カフの前記第１の側および前記第２
の側を引っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部
に圧力が加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記クランピング溝
を開けることができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請
求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
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記クランピング部材が合わせて締まって前記クランピング溝を閉じることができるように
、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記向かい合ったクランピング部材の各々は、前記指カフの前記第１の側および前記第
２の側を合わせて締めるための前記クランピング溝を形成するように鋸歯状構造を含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　患者の血圧を測定するための血圧測定システムであって、
　医療補助者によって患者の指に装着できる第１の側および第２の側を有する指カフであ
って、前記患者の血圧を測定するための指カフと、
　前記医療補助者が前記患者に前記指カフを装着するのを支援するクランプ機構であって
、
　　上部部分、向かい合った下降側部、ならびに外面および内面を含み、前記上部部分が
間隙を含む、取付構造体、ならびに
　　前記間隙の上方にクランピング溝を形成するように、前記取付構造体の前記外面の両
側から延びる、一対の向かい合ったクランピング部材であって、前記クランピング溝は、
前記間隙および開いたクランピング溝を通して前記医療補助者によって前記指カフの前記
第１の側および前記第２の側を引っ張ることができるように開けることができ、前記クラ
ンピング溝は、前記指カフの前記第１の側および前記第２の側が合わせて締められて前記
指カフが前記患者の指にしっかりと装着できるように閉じることができる、一対の向かい
合ったクランピング部材
を含む、クランプ機構と
を含む、血圧測定システム。
【請求項２０】
　前記取付構造体が、ほぼアーチ形である、請求項１９に記載の血圧測定システム。
【請求項２１】
　前記向かい合ったクランピング部材は各々、前記間隙の上方にほぼ三角形を形成し、前
記間隙の上方に前記クランピング溝を設けるように、前記アーチ形の取付構造体の前記外
面から延びる、請求項２０に記載の血圧測定システム。
【請求項２２】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が
加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記クランピング溝を開ける
ことができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項１９
に記載の血圧測定システム。
【請求項２３】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
記クランピング部材が合わせて締まって前記クランピング溝を閉じることができるように
、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項２２に記載の血圧測定シ
ステム。
【請求項２４】
　前記取付構造体の前記上部部分の前記間隙が、第１の間隙と、第２の間隙とを含み、前
記第１の間隙および前記第２の間隙が、離れて互いに隣り合っている、請求項１９に記載
の血圧測定システム。
【請求項２５】
　前記開いたクランピング溝を通して前記指カフの前記第１の側および前記第２の側を引
っ張ることができるように、ならびに縦に並んだ、前記取付構造体の前記上部部分の前記
第１の間隙および前記第２の間隙の各々を通して、それぞれ、前記指カフの前記第１の側
および前記第２の側を引っ張ることができるように、前記医療補助者によって前記向かい
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合った下降側部に圧力が加えられるとき、前記クランピング部材によって形成される前記
クランピング溝を開けることができるように、前記向かい合った下降側部は、適度にたわ
み性がある、請求項２４に記載の血圧測定システム。
【請求項２６】
　前記医療補助者によって前記向かい合った下降側部に圧力が加えられなくなったとき、
前記指カフの前記第１の側および前記第２の側をしっかりと合わせて維持するために、前
記クランピング部材が合わせて締まって前記クランピング溝を閉じることができるように
、前記向かい合った下降側部は、適度にたわみ性がある、請求項２５に記載の血圧測定シ
ステム。
【請求項２７】
　前記向かい合ったクランピング部材の各々は、前記指カフの前記第１の側および前記第
２の側を合わせて締めるための前記クランピング溝を形成するように鋸歯状構造を含む、
請求項１９に記載の血圧測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、第1の側および第2の側を有する指カフを、医療補助者によって患
者の指に装着するのを支援するためのクランプ機構に関し得る。
【背景技術】
【０００２】
　ボリュームクランプ法(volume clamping)は、血圧を非侵襲的に測定するための技法で
あり、この技法では、動脈圧が、一定の動脈容積を維持するために時間変動する圧力によ
ってバランスをとられ得るように、対象者の指に圧力が加えられる。適切に装着され、較
正されたシステムでは、加えられる時間変動する圧力は、指の動脈血圧に等しい。加えら
れる時間変動する圧力は、患者の動脈血圧の読取りを行うために測定される場合がある。
【０００３】
　これは、患者の指の周りに配置される指カフによって行われる場合がある。指カフは、
赤外光源と、赤外線センサーと、膨張式ブラダーとを含んでもよい。赤外光は、指動脈が
存在する指を通して送られ得る。赤外線センサーは、赤外光をとらえ、センサーによって
登録される赤外光の量は、動脈直径に反比例し、動脈の圧力を示す。
【０００４】
　指カフ実装形態では、指カフのブラダーを膨らませることによって、指動脈に圧力がか
けられる。圧力が十分に高い場合、圧力は動脈を圧迫し、センサーによって登録される光
の量は増える。動脈を圧迫するために膨張式ブラダー内に必要な圧力の量は、血圧に依存
する。指動脈の直径が一定に維持されるように膨張式ブラダーの圧力を制御することによ
って、血圧は、膨張式ブラダー内の圧力が血圧に直接結びつけられるので、極めて精密に
監視され得る。一般的な現在の指カフ実装形態では、指カフとともにボリュームクランプ
システムが使用される。ボリュームクランプシステムは、一般的に、圧力発生システムと
、調整システムとを含み、調整システムは、動脈容積の測定に使用される、閉ループフィ
ードバックシステムのポンプ、弁、および圧力センサーを含む。血圧を正確に測定するた
めに、フィードバックループは、対象者の血圧の圧力振動に適合させるための十分な圧力
発生および解放能力を与える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国仮特許出願第62484092号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　残念ながら、指カフは、現在、医療補助者によって患者の指に装着するのが極めて難し
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い。一般的には、医療補助者による指カフの装着は、指カフを患者の指にあてがうために
医療補助者によって2つの手を使用する必要があり、一方の手で指カフの一方の側を押さ
え、別の手で指カフの他方の側を同じ方向に向かって引っ張り、次いで指カフの2つの側
を合わせてつなぐ。より簡単に指カフを患者の指に装着する方法があることは、医療補助
者と患者の両者に有益であろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、第1の側および第2の側を有する指カフを、医療補助者によって患
者の指に装着するのを支援するためのクランプ機構に関し得る。クランプ機構は、上部部
分、向かい合った下降側部、ならびに外面および内面を含み、上部部分が間隙を含む、取
付構造体と、一対の向かい合ったクランピング部材とを含んでよい。一対の向かい合った
クランピング部材は、間隙の上方にクランピング溝を形成するように、取付構造体の外面
の両側から延びてよい。クランピング溝は、間隙および開いたクランピング溝を通して医
療補助者が指カフの第1の側および第2の側を引っ張ることができるように、医療補助者に
よって開けることができる。さらに、クランピング溝は、指カフの第1の側および第2の側
が合わせて締められて指カフが患者の指にしっかりと装着できるように、医療補助者によ
って閉じることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】血圧測定システムの指カフが実装される場合がある環境の図である。
【図２】例示的な指カフの図である。
【図３Ａ】本発明の実施形態によるクランプ機構の図である。
【図３Ｂ】本発明の実施形態によるクランプ機構の図である。
【図３Ｃ】本発明の実施形態によるクランプ機構の図である。
【図４Ａ】医療補助者によって患者の指に指カフを装着するのを支援するためにクランプ
機構を利用して指カフをあてがうことを示す図である。
【図４Ｂ】医療補助者によって患者の指に指カフを装着するのを支援するためにクランプ
機構を利用して指カフをあてがうことを示す図である。
【図５】指カフが異なる指のサイズに合わせて異なるサイズにされ得ることを示す図であ
る。
【図６Ａ】クランプ機構の別の実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】クランプ機構の別の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態は、患者の指に指カフを装着するのを支援するために医療補助者によ
ってクランプ機構が利用され得る指カフ装着システム、装置、および方法に関し得る。こ
のシステム、装置、および方法の技法を利用することによって、患者の指への指カフの装
着が、現在利用されている技法よりもはるかに容易になる。さらに、指カフを装着するた
めの装着時間期間が短縮されるので、血圧測定値を取得するための時間期間は、すでに利
用されている技法よりも著しく速い。さらに、説明するように、本発明の実施形態を利用
することによって、通常の小、中、および大サイズの指カフの代わりに、フリーサイズの
指カフが使用され得る。
【００１０】
　図1を参照して、指カフ104が実装され得る環境の一例を説明する。一例として、患者の
指に装着され得る指カフ104と、患者の体(たとえば、患者の手首または手)に装着され得
る血圧測定コントローラ120とを含む血圧測定システム102が示される。血圧測定システム
102は、患者監視デバイス130と、いくつかの実施形態ではポンプ134とに、さらに接続さ
れる場合がある。さらに、指カフ104は、ブラッダー(図示せず)と、LED-PDペア(図示せず
)とを含む場合があり、これらは指カフには一般的である。
【００１１】
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　一実施形態では、血圧測定システム102は、小型内部ポンプと、小型内部弁と、圧力セ
ンサーと、制御回路とを含む血圧測定コントローラ120を含んでもよい。この実施形態で
は、制御回路は、指カフ104のLED-PDペアから受け取られる脈波信号(pleth signal)の測
定に基づいて、患者の血圧を再現するために指カフ104のブラッダーに内部ポンプによっ
て加えられる空気圧を制御するように構成されてもよい。さらに、制御回路は、ブラッダ
ーから空気圧を解放するために内部弁の開口を制御するように構成されてもよく、または
内部弁は単に、制御されないオリフィスであってもよい。さらに、制御回路は、圧力セン
サーからの入力に基づいて、患者の血圧と同じであるはずの、ブラッダーの圧力を監視す
ることによって患者の血圧を測定するように構成されてもよく、患者監視デバイス130に
患者の血圧を表示してもよい。このタイプの血圧測定コントローラ120は、その全体が参
照により本明細書に組み込まれる、出願人が出願した米国仮特許出願第62484092号におい
て詳細に説明している。
【００１２】
　別の実施形態では、従来の圧力発生および調整システムが利用される場合があり、この
システムではポンプ134が、患者の体から離れた所にある。この実施形態では、血圧測定
コントローラ120は、チューブ136を通してリモートポンプ134から空気圧を受け取り、指
カフ104のブラッダーにチューブ123を通して空気圧を送る。血圧測定コントローラ120は
また、指カフ104ならびに他の機能に加えられる空気圧を(たとえば、制御弁を利用して)
制御してもよい。この例では、指カフ104のLED-PDペアから受け取られた脈波信号の測定
、およびブラッダーの圧力を監視することによる患者の血圧の測定に基づいて、患者の血
圧を再現するためにポンプ134によって指カフ104のブラッダーに加えられる空気圧は、血
圧測定コントローラ120および/またはリモートコンピューティングデバイスおよび/また
はポンプ134および/または患者監視デバイス130によって制御されてもよい。いくつかの
実施形態では、血圧測定コントローラ120は、全く使用されず、リモート圧力調整システ
ムを含むリモートポンプ134からは指カフコネクタ122まで単にチューブ123による接続が
あり、圧力発生および調整システムのためのあらゆる処理、データ処理、および表示が、
リモートコンピューティングデバイスによって行われる。
【００１３】
　この例を続けると、図1に示すように、患者の手は、血圧測定システム102を用いて患者
の血圧を測定するためにアームレスト112の表面110に置かれてもよい。血圧測定システム
102の血圧測定コントローラ120は、血圧測定において使用するブラッダーに空気圧を与え
るために、指カフ104のブラッダーに結合されてもよい。血圧測定コントローラ120は、電
力/データケーブル132により患者監視デバイス130に結合されてもよい。また、一実施形
態では、前に説明したように、リモート実装形態において、血圧測定コントローラ120は
、指カフ104のブラッダー用の空気圧を受け取るためにチューブ136によってリモートポン
プ134に結合されてもよい。患者監視デバイス130は、血圧を含む患者の生理学的読取り値
/データ、ならびに任意の他の好適な生理学的患者読取り値を読み取ること、収集するこ
と、処理すること、表示することなどを行う場合がある任意のタイプの医療電子デバイス
であってもよい。したがって、電力/データケーブル132は、患者監視デバイス130との間
でデータを送信する場合があり、また患者監視デバイス130から血圧測定コントローラ120
および指カフ104に電力を提供する場合がある。
【００１４】
　図1でわかるように、一例では、指カフ104は、患者の指に装着されてもよく、血圧測定
コントローラ120は、患者の手首または手に巻き付けるアタッチメントブレスレット121と
ともに患者の手または手首に装着されてもよい。アタッチメントブレスレット121は、金
属、プラスチック、ベルクロ(Velcro)（登録商標）などであってもよい。これは血圧測定
コントローラ120の装着の一例にすぎないこと、および血圧測定コントローラを患者の体
に、または患者の体に極めて接近して装着する任意の好適な方法が利用され得ること、お
よびいくつかの実施形態では、血圧測定コントローラ120が全く使用されない場合がある
ことを諒解されたい。指カフ104は、本明細書で説明する血圧測定コントローラ、または
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患者の体から離れた所にある従来の圧力発生および調整システム(たとえば、患者から離
れた所にあるポンプ134)など、任意の他の種類の圧力発生および調整システムに接続され
得ることを諒解されたい。限定はしないが、血圧測定コントローラを含む、使用すること
ができる任意の種類の圧力発生および調整システムは、単に圧力発生および調整システム
として説明される場合がある。さらなる例として、いくつかの実施形態では、血圧測定コ
ントローラが全くない場合があり、遠隔制御されるリモートポンプ134が、指カフ104に空
気圧を与えるために、チューブ136および123を介して指カフ104に直接接続される場合が
ある。
【００１５】
　図2をさらに参照して、例示的な指カフ104を説明する。指カフ104は、第1の側105と第2
の側106とを含んでもよい。一例では、患者の指に装着する目的で、内面の第2の側106は
、第1のベルクロ（登録商標）型面ファスナー(hook-and-loop fastener)部分157を有して
もよく、この部分157は、指カフ104の第1の側105の外面の第2の対応するベルクロ（登録
商標）型面ファスナー部分と結合する。これは装着機構の一例にすぎないこと、および任
意の好適なタイプが利用され得ることを諒解されたい。さらに、指カフ104は、ブラッダ
ー156と、LED-PDペア150および152とを有してもよい。ブラッダー156にチューブ123が接
続されてもよい。これは指カフ104の一例にすぎないこと、および任意の好適な指カフが
本発明の実施形態で利用され得ることを諒解されたい。
【００１６】
　図3A～図3Cをさらに参照すると、本発明の実施形態は、第1の側105および第2の側106を
有する指カフ104を、医療補助者によって患者の指に装着するのを支援するためのクラン
プ機構300に関し得る。クランプ機構300は、取付構造体301を含んでもよく、取付構造体3
01は、向かい合った下降側部302および304と、外面303および内面305とを含み、取付構造
体301の上部部分307が、開放間隙(open gap)320を含む。さらに、クランプ機構300は、一
対の向かい合ったクランピング部材308および310を含んでもよい。一対の向かい合ったク
ランピング部材308および310は、それぞれ向かい合った下降側部302および304から、取付
構造体301の外面303の両側から延びてよく、それらが間隙320の上方にクランピング溝322
を形成する。
【００１７】
　説明するように、クランピング溝322は、間隙320および開いたクランピング溝322を通
して医療補助者が指カフ104の第1の側105および第2の側106を引っ張ることができるよう
に、医療補助者によって開けることができる。さらに、クランピング溝322は、指カフ104
の第1の側105および第2の側106が合わせて締められ、指カフ104が患者の指にしっかりと
装着されるように、医療補助者により閉じることができる。
【００１８】
　図3A～図3Cでわかるように、第1の側105および第2の側106を有する指カフ104を、医療
補助者によって患者の指に装着するのを支援するためのクランプ機構300の第1の実施形態
が示されている。医療補助者による指カフ104の装着方法について、以下でより詳細にさ
らに説明する。この実施形態では、クランプ機構300は、取付構造体301と、一対の向かい
合ったクランピング部材308および310とを含んでもよい。取付構造体301は、上部部分307
と、一対の向かい合った下降側部302および304とを含んでもよい。その上、取付構造体30
1は、外面303と、内面305とを有してもよい。さらに、取付構造体301の上部部分307は、
開放間隙320を含んでもよい。
【００１９】
　一実施形態では、一対の向かい合ったクランピング部材308および310は、取付構造体30
1の外面303の両側から延びて、開放間隙320の上方にクランピング溝322を形成する。説明
するように、クランピング溝322は、指カフ104が患者の指に装着されているとき、開放間
隙320および開いたクランピング溝322を通して医療補助者が指カフ104の第1の側105およ
び第2の側106を引っ張ることができるように、医療補助者によって開けることができる。
さらに、説明するように、クランピング溝322は、指カフ104の第1の側105および第2の側1



(9) JP 2020-517384 A 2020.6.18

10

20

30

40

50

06が合わせて締められ、指カフ104が患者の指にしっかりと装着されるように、指カフが
患者の指に装着されているとき、閉じることができる。一実施形態では、詳細には図3Aで
わかるように、クランピング溝322を形成する向かい合ったクランピング部材308および31
0の側壁の縁部の両方が、取付構造体301と指カフ104の第1の側105および第2の側106との
間の摩擦を増大させるために鋸歯状構造を有してよく、その結果、指カフ104は、以下で
より詳細に説明するように、よりしっかりと締められ、患者の指によりしっかりと装着さ
れ得る。鋸歯状構造は一例にすぎないことを諒解されたい。他の例として、任意のタイプ
のかみ合い構造、粗い質感の構造、またはクランピング溝322における取付構造体301と指
カフ104との間の安定を増大させる任意のタイプの構造もしくは材料(たとえば、磁性材料
)が利用される場合がある。または、強化されていない構造または材料の、単純なフラッ
ト構造が利用される場合がある。
【００２０】
　図3A～図3Cでわかるように、向かい合った下降側部302および304を含む取付構造体301
は、ほぼアーチ型であってもよい。さらに、向かい合ったクランピング部材308および310
は、開放間隙320の上方にクランピング溝322が設けられるように、各々、アーチ型の取付
構造体301の向かい合った下降側部302および304の外面303から延びて、開放間隙320の上
方にほぼ三角形を形成してもよい。
【００２１】
　図4A～図4Bをさらに参照して、第1の側105および第2の側106を有する指カフ104を、医
療補助者によって患者の指に装着するのを支援するためのクランプ機構300を利用して指
カフ104をあてがう図についてさらに説明する。図4Aでわかるように、医療補助者が開い
たクランピング溝322を通して指カフ104の第1の側105および第2の側106を引っ張ることが
できるように、向かい合った下降側部302および304に医療補助者によって圧力が加えられ
るとき、クランピング部材308および310によって形成されるクランピング溝322を開ける
ことができるように、取付構造体301の向かい合った下降側部302および304は、適度にた
わみ性があってもよい。同様に、指カフ104が患者の指にしっかりと装着されるように、
向かい合った下降側部105および106に医療補助者によって圧力が加えられなくなったとき
、指カフ104の第1の側105および第2の側106をしっかりと合わせて維持するためにクラン
ピング部材308および310がクランピング溝322を閉じることができるように、取付構造体3
01の向かい合った下降側部302および304もまた、適度にたわみ性がある。このようにして
、指カフ104は、患者の指に容易に装着可能であってもよい。
【００２２】
　また、指カフ104を患者の指から外すこともまた容易にされることを諒解されたい。こ
れは、指カフをあてがうのと反対の方法で行われ得る。詳細には、図4Bでわかるように、
クランプ機構が、指カフ104の第1の側105および第2の側106から容易に取り除かれ、指カ
フ104から完全に除去され、指カフが、患者の指にしっかりと装着されなくなり、その後
除去できるように、医療補助者が向かい合った下降側部302および304に圧力を加えること
によって、クランピング部材308および310によって形成されたクランピング溝322を開け
ることができるように、取付構造体301の向かい合った下降側部302および304は、適度に
たわみ性がある。
【００２３】
　図5をさらに参照すると、図5は、クランプ機構を利用することによって、指カフ104が
患者のどんな指サイズにも利用され得るように、サイズを調整可能な指カフ104が利用さ
れ得ることを示す。詳細には、潜在的な指サイズ寸法をすべてカバーするのに十分な長さ
である指カフ104が利用されてもよい。したがって、指カフ104と組み合わせたクランプ機
構は、フリーサイズの解決策を実現する。前に説明したように、医療補助者が、クランピ
ング部材308および310によって形成されるクランピング溝322を開けることができるよう
に、取付構造体の向かい合った下降側部302および304に圧力を加えて、患者の指に装着さ
れる間、医療補助者が、開いたクランピング溝322を通して指カフ104の第1の側および第2
の側を引っ張ることができるようにしてもよく、その後クランピング部材308および310は
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、指カフ104が患者の指にしっかりと装着されるように、医療補助者によって向かい合っ
た下降側部302および304に圧力が加えられなくなったとき、指カフ104の第1の側および第
2の側をしっかりと合わせて維持する。
【００２４】
　図510でわかるように、前の説明で示したクランプ機構は、大きいサイズの指など、指
に指カフ104をあてがうために利用される場合がある。同様に、図520を参照すると、前の
説明で示したクランプ機構は、中位のサイズの指に指カフ104をあてがうために同様に利
用される場合がある。その上、図530を参照すると、前の説明で示したクランプ機構は、
小さいサイズの指に指カフ104をあてがうために同様に利用される場合がある。このよう
にして、指カフ104は、クランプ機構がフリーサイズの解決策を実現するように、患者の
どんな指サイズにも利用され得る。
【００２５】
　図6A～図6Bをさらに参照して、クランプ機構600の別の実施形態について説明する。ク
ランプ機構600は、前に説明したクランプ機構300と実質的に同様であることを諒解された
い。クランプ機構300と同様の方式で、クランプ機構600は、取付構造体601と、一対の向
かい合ったクランピング部材608および610とを含む。詳細には、取付構造体601は、上部
部分607と、向かい合った下降側部602および604と、外面603および内面605とを含む。さ
らに、上部部分607は、間隙部分を含むが、この実施形態では間隙部分は、第1の間隙621
と、第2の間隙623とを含み、これらの間隙は離れて、互いに隣り合っており、説明するよ
うに、指カフ104の第1の側105および第2の側106をそれぞれ別々に受け入れる。
【００２６】
　さらに、クランプ機構300と同様に、一対の向かい合ったクランピング部材608および61
0は、取付構造体601の外面603の両側から延びて、第1の間隙621および第2の間隙623の上
方にクランピング溝622を形成する。クランピング溝622は、医療補助者によって、第1お
よび第2の隣り合った間隙621および623を通して、および縦に並んだ、開いたクランピン
グ溝622を通して、医療補助者によって指カフ104の第1の側105および第2の側106を引っ張
ることができるようにクランピング溝622を開けるために、医療補助者が向かい合った下
降側部602および604に圧力を加えることによって開けることができてもよい。さらに、ク
ランピング溝622は、指カフ104が、前に詳細に説明したように、患者の指にしっかりと装
着され得るように、指カフ104の第1の側105および第2の側106が向かい合ったクランピン
グ部材608および610によって合わせて締められるように、医療補助者が向かい合った下降
側部602および604への圧力を解放することによって閉じることができる。
【００２７】
　したがって、この実施形態では、クランプ機構300の前に説明した実施形態と同様に、
指カフ104の第1の側105および第2の側106を、開いたクランピング溝622を通して、ならび
にそれぞれ縦に並んだ、取付構造体601の第1の間隙621および第2の間隙623の各々を通し
て、引っ張ることができるように、医療補助者によって向かい合った下降側部602および6
04に圧力が加えられるとき、クランピング部材608および610によって形成されるクランピ
ング溝622を開けることができるように、クランプ機構600の向かい合った下降側部602お
よび604は、適度にたわみ性がある。さらに、前に詳細に説明したように、指カフ104が患
者の指にしっかりと装着され得るように、向かい合った下降側部602および604に医療補助
者によって圧力が加えられなくなったとき、指カフ104の第1の側105および第2の側106を
しっかりと合わせて維持するために、クランピング部材608および610が合わせて締まって
クランピング溝622を閉じることができるように、向かい合った下降側部602および604は
、適度にたわみ性がある。
【００２８】
　したがって、本発明の実施形態は、患者の指に指カフを装着するのを支援するために医
療補助者によって利用され得るクランプ機構に関する。前に説明した技法を利用すること
によって、指カフを患者の指に装着することが、現在利用されている技法よりもはるかに
容易になる。さらに、指カフを装着するための装着時間期間が短縮されるので、血圧測定
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値を取得するための時間期間は、すでに利用されている技法よりも著しく速い。さらに、
本発明の前に説明した実施形態を利用することによって、通常の小、中、および大サイズ
の指カフの代わりに、フリーサイズの指カフが使用され得る。
【００２９】
　開示した実施形態の前述の説明は、当業者が本発明を作成するまたは利用することがで
きるように提供される。これらの実施形態に対する様々な変更が、当業者には容易に明ら
かとなり、本明細書において規定される一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱す
ることなく他の実施形態に適用されてもよい。したがって、本発明は、本明細書で示した
実施形態に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に一致す
る最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【００３０】
　　102　血圧測定システム
　　104　指カフ
　　105　第1の側
　　106　第2の側
　　110　表面
　　112　アームレスト
　　120　血圧測定コントローラ
　　121　アタッチメントブレスレット
　　122　指カフコネクタ
　　123　チューブ
　　130　患者監視デバイス
　　132　電力/データケーブル
　　134　ポンプ
　　136　チューブ
　　150　LED-PDペア
　　152　LED-PDペア
　　156　ブラッダー
　　157　第1のベルクロ（登録商標）型面ファスナー
　　300　クランプ機構
　　301　取付構造体
　　302　下降側部
　　303　外面
　　304　下降側部
　　305　内面
　　307　上部部分
　　308　クランピング部材
　　310　クランピング部材
　　320　開放間隙
　　322　クランピング溝
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